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建設業年度末労働災害防止強調月間に向けて 

年度末は、公共工事等多くの工事が完工時期を迎え、工

事関係者や各職種の出入りも多く、作業が輻輳し、注意力

も低下しやすい時期です。 

建災防では、この時期の建設現場の安全衛生管理を徹底

することを目的に、「建設業年度末労働災害防止強調月

間」を展開します。経営トップ、店社及び建設現場の管理

者等の関係者の皆様におかれましては、一層の安全衛生水

準の向上を目指し、店社と作業所との緊密な連携を図り、

労働災害防止活動の強化を図るようお願いします。 

本月間 3月 1日～31日 

後援：厚生労働省。国土交通省 

詳しくは実施要綱をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonushi.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/


 

 

フルハーネス型安全帯に関する労働安全衛生政省令が2月1日に施行されました。当支部に

寄せられた御質問のうち、特に多いものを掲載します。（厚生労働省HPより抜粋） 

   

 

  厚生労働省告示第１１号 抜粋（使用制限部分）  →詳しくは厚生労働省HPで 

（構造規格）第２条 

1. 6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型の

ものでなければならない。 

2. 墜落制止用器具は、当該墜落制止用器具の着用者の体重及びその装備品の質量の合

計に耐えるものでなければならない。 

3. ランヤードは、作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、適切なものでなけれ

ばならない。 

 

墜落制止用器具（フルハーネス型安全帯）の使用について 

墜落制止用器具の構造規格が 2月 1日に施行されました！ 

 


